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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第119期

第１四半期累計期間
第120期

第１四半期累計期間
第119期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (千円) 2,547,756 2,650,596 9,960,539

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 40,732 247,197 △171,050

四半期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 21,504 146,352 △1,138,506

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 3,700,011 3,700,011 3,700,011

発行済株式総数 (株) 34,639,434 34,639,434 34,639,434

純資産額 (千円) 7,416,776 6,663,599 6,546,873

総資産額 (千円) 12,378,639 11,728,461 11,647,929

１株当たり四半期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

(円) 0.64 4.38 △34.05

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 2.50

自己資本比率 (％) 59.92 56.82 56.21

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３　第119期第１四半期累計期間、第120期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第119期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第119期の当期純損失は、固定資産に係る多額の売却損の計上等によるものであります。
　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

当第１四半期累計期間における我が国経済は、新政権による経済対策や日銀による異次元金融緩和を

契機に、株価の上昇や円高の是正など、景気浮揚感が増し企業業績の回復期待が高まるところとなりまし

た。しかしながら、所得環境の改善を確認する段階には至っておらず、また、新興国や中国の景気減速や急

速な円安による輸入品価格上昇などの景気回復の下押しリスクが依然として存在しています。

このような状況のもと、昨年創業90周年を迎えた当社は、100周年に向けた新たな一歩を踏み出すべく、

収益力の回復に向かって積極的な営業活動を展開いたしました。その結果、昨年11月に三越日本橋本店の

特別食堂の運営を受託したこともあり、売上高は2,650百万円（前年同四半期比4.0％増）となりました。

利益面では、オペレーションの一層の効率化を推進するとともに諸経費を継続的に削減し、また前事業年

度に生じた割引率変更による退職給付に係る数理差異の一括処理といった特殊要因が解消されたため、

営業利益234百万円（前年同四半期比7.4倍）、経常利益247百万円（前年同四半期比6.1倍）、四半期純利

益146百万円（前年同四半期比6.8倍）となりました。

　

（2）財政状態の分析

総資産は、前事業年度末比80百万円（0.7％）増加して、11,728百万円となりました。

  流動資産は同278百万円（6.5％）増加の4,542百万円、固定資産は同198百万円（2.7％）減少の7,185

百万円となりました。流動資産増加の主な要因は、有価証券が201百万円、売掛金が139百万円それぞれ増

加し、繰延税金資産が45百万円減少したことであります。固定資産のうち有形固定資産は、16百万円減少

の3,893百万円となり、これは、減価償却実施額で35百万円減少したことなどによります。投資その他の資

産は、181百万円減少の3,289百万円となり、その主な要因は、投資有価証券が134百万円減少したことであ

ります。

負債合計は、前事業年度末比36百万円（0.7％）減少して5,064百万円となりました。

　流動負債は同75百万円（4.5％）増加の1,748百万円、固定負債は同111百万円（3.2％）減少の3,316百

万円となりました。流動負債増加の主な要因は、未払金が114百万円増加したことと、賞与引当金が46百万

円減少したことであります。

純資産合計は、前事業年度末比116百万円（1.8％）増加して6,663百万円となりました。その主な要因

は、配当の支払いを行い、四半期純利益を計上したほか、その他有価証券評価差額金が54百万円増加した

ことであります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 89,000,000

計 89,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 34,639,43434,639,434
 東京証券取引所
 （市場第二部）

 単元株式数は1,000株であり
 ます。

計 34,639,43434,639,434― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 
（千円）

資本金残高
 
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成25年６月30日 ― 34,639,434 ― 3,700,011 ― 925,002

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
　普通株式

1,205,000
― ―

完全議決権株式(その他)
　普通株式

33,161,000
33,161 ―

単元未満株式
　普通株式

273,434
― ―

発行済株式総数 34,639,434― ―

総株主の議決権 ― 33,161 ―

(注)　単元未満株式には当社所有の自己株式974株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社東京會舘

東京都千代田区丸の内
３－２－１

1,205,000― 1,205,0003.48

計 ― 1,205,000― 1,205,0003.48

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成25年４月１日から

平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、きさらぎ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,491,563 2,519,905

売掛金 677,333 816,942

有価証券 660,858 862,011

商品及び製品 51,355 56,826

仕掛品 5,651 7,673

原材料及び貯蔵品 77,190 75,294

繰延税金資産 138,654 92,838

その他 163,370 113,350

貸倒引当金 △2,158 △2,186

流動資産合計 4,263,821 4,542,656

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 380,304 369,263

機械装置及び運搬具（純額） 144,455 141,591

工具、器具及び備品（純額） 382,828 373,352

土地 2,973,706 2,973,706

建設仮勘定 28,900 35,400

有形固定資産合計 3,910,194 3,893,314

無形固定資産

電話加入権 3,009 3,009

無形固定資産合計 3,009 3,009

投資その他の資産

投資有価証券 1,497,107 1,362,694

繰延税金資産 907,622 859,613

その他 1,066,174 1,067,173

投資その他の資産合計 3,470,904 3,289,481

固定資産合計 7,384,107 7,185,805

資産合計 11,647,929 11,728,461
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 230,466 242,429

短期借入金 380,000 380,000

未払金 400,388 515,363

未払法人税等 28,809 28,476

賞与引当金 99,460 53,150

資産除去債務 － 15,895

その他 533,849 512,701

流動負債合計 1,672,973 1,748,016

固定負債

退職給付引当金 2,874,106 2,787,265

資産除去債務 78,925 61,630

その他 475,050 467,950

固定負債合計 3,428,081 3,316,845

負債合計 5,101,055 5,064,862

純資産の部

株主資本

資本金 3,700,011 3,700,011

資本剰余金 3,654,271 2,883,140

利益剰余金 △687,544 146,352

自己株式 △432,833 △433,243

株主資本合計 6,233,904 6,296,261

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 312,969 367,337

評価・換算差額等合計 312,969 367,337

純資産合計 6,546,873 6,663,599

負債純資産合計 11,647,929 11,728,461

EDINET提出書類

株式会社東京會舘(E04535)

四半期報告書

 8/13



(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 2,547,756 2,650,596

売上原価 2,291,085 2,207,715

売上総利益 256,670 442,880

販売費及び一般管理費 224,817 208,604

営業利益 31,853 234,276

営業外収益

受取利息 242 921

受取配当金 10,041 11,538

その他 1,776 2,624

営業外収益合計 12,059 15,084

営業外費用

支払利息 1,421 1,399

コミットメントフィー 687 687

ゴルフ会員権退会損 1,000 －

その他 72 76

営業外費用合計 3,180 2,163

経常利益 40,732 247,197

税引前四半期純利益 40,732 247,197

法人税、住民税及び事業税 9,743 20,072

法人税等調整額 9,483 80,772

法人税等合計 19,227 100,844

四半期純利益 21,504 146,352
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 111,427千円 35,034千円

　
(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日
定時株主総会

普通株式 83,596 2.5平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

　
２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 83,586 2.5平成25年３月31日 平成25年６月27日 資本剰余金

　
２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)及び当第１四半期累計期間

(自　平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当社の報告セグメントは、レストラン・宴会事業及びこれらに関連した業務を行う単一セグメント

であるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

　　１株当たり四半期純利益金額 0円64銭 4円38銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益(千円) 21,504 146,352

    普通株主に帰属しない金額 ― ―

    普通株式に係る四半期純利益(千円) 21,504 146,352

    普通株式の期中平均株式数(株) 33,438,609 33,433,950

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年８月６日

株式会社東京會舘

取締役会  御中

きさらぎ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐    藤    好    生    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    後    　    宏    治    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社東京會舘の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第120期事業年度の第１四半期会計期間(平成

25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京會舘の平成25年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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